
内

閣

府

○

令
第
五
号

厚
生
労
働
省

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
及
び
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

直
人

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
及
び
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

第
一
条

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
二
章

表
示

目
次
中

を
「
第
二
章
及
び
第
三
章

削
除
」
に
改
め
る
。

第
三
章

削
除
」

第
二
章
及
び
第
三
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第
二
章
及
び
第
三
章

削
除

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で

削
除

第
三
十
二
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

五

貨
物
が
食
品
衛
生
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
表
示
の
基
準
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
三
年
内
閣

府
令
第
四
十
五
号
。
以
下
「
内
閣
府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
作
物
で
あ
る
食
品
又
は
加

工
食
品
（
内
閣
府
令
第
十
四
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
第
一
条

第
二
項
第
四
十
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

分
別
生
産
流
通
管
理
（
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
作
物
（
内
閣
府
令
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
作
物
の
う
ち
組
換
え

Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
（
酵
素
等
を
用
い
た
切
断
及
び
再
結
合
の
操
作
に
よ
つ
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
分

子
を
作
製
し
、
そ
れ
を
生
細
胞
に
移
入
し
、
か
つ
、
増
殖
さ
せ
る
技
術
を
い
う
。
）
を
応
用
し
て
生
産
さ
れ
た
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
非
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
作
物
（
内
閣
府
令
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
作
物
の
う
ち
組
換



え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
作
物
で
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
生
産
、
流
通
及
び
加
工
の
各
段
階
で
善
良
な
る
管
理

者
の
注
意
を
も
つ
て
分
別
し
て
行
う
管
理
で
あ
つ
て
、
そ
の
旨
を
証
明
す
る
書
類
に
よ
り
明
確
に
し
た
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
行
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
図
せ
ざ
る
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
作
物
又
は
非
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応

用
作
物
の
一
定
の
混
入
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
府
令
第
一
条
第
二
項
第
四
十
号
イ
又
は
ハ
の
確
認
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用

す
る
。

別
表
第
一
中
「
別
表
第
一
（
第
十
二
条
、
第
二
十
一
条
関
係
）
」
を
「
別
表
第
一
（
第
十
二
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表

中
第
四
百
二
十
号
を
第
四
百
二
十
一
号
と
し
、
第
三
百
二
十
三
号
か
ら
第
四
百
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三

百
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
二
十
三

フ
ル
ジ
オ
キ
ソ
ニ
ル

別
表
第
二
清
涼
飲
料
水
の
項
第
七
号
中
「
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
六
年

厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
か
ら
別
表
第
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別
表
第
三
か
ら
別
表
第
九
ま
で

削
除

別
表
第
十
二
の
三
の
項
の
中
欄
中
「
加
熱
後
摂
取
冷
凍
食
品
」
の
下
に
「
（
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
食
品
を
凍
結
さ
せ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
飲
食
に
供
す
る
際
に
加
熱
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
条

乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
又
は
こ
れ
ら
の
原
材
料
の
規
格
及
び
製
造
方

法
の
基
準
並
び
に
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
表
示
を
行
う
べ
き
食
品
及
び
表
示
」
を
「
並
び
に
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
又
は
こ
れ
ら
の
原
材
料
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の
基
準
」
に
、
「
、
製
造
の
方
法
の
基
準
及

び
表
示
の
基
準
、
保
健
機
能
食
品
（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と

い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
保
健
機
能
食
品
を
い
う
。
）
の
成
分
規
格
及
び
表
示
の
基
準
」
を
「
及

び
製
造
の
方
法
の
基
準
」
に
、
「
、
規
則
」
を
「
、
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
」

に
改
め
る
。

第
七
条
を
削
る
。



別
表
二

乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
部

牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳

(二)

、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
及
び
加
工
乳
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
款
⑴

の
３
の
ａ
中
「
常
温
保
存
可
能
品
」
の
下
に
「
（
牛
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、
加
工
乳
又
は
乳

飲
料
の
う
ち
、
連
続
流
動
式
の
加
熱
殺
菌
機
で
殺
菌
し
た
後
、
あ
ら
か
じ
め
殺
菌
し
た
容
器
包
装
に
無
菌
的
に
充
塡
し
た
も

の
で
あ
つ
て
、
食
品
衛
生
上
摂
氏
十
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


